
水道水源保護条例の主な構成
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事前協議書の届出
（第7条第1項）

保護協定締結
（第11条第2項）

ゴルフ場、廃棄物処理場、畜産経営に係る施設
めっき工場、化学薬品製造工場、石油化学製品製造工場
鉱業に係る施設、クリーニング業に係る洗浄施設

コンクリート製造工場、再資源化施設
砂利採取業及び砕石業に係る施設

水質汚濁防止法施行令別表第１に掲げる施設

・保護地域内で新たに事業場を
　設置しようとする場合

・保護地域指定前
　から事業を行っ
　ている場合

施設の届出
（第11条第1項）

排出水

報告の徴収（第13条）

立入検査　（第14条）

指導、助言（第16条）

水質目標値
（第2条第5項）

答　申

事前協議書・協定内容の
審議依頼

（第8条第2項）

協定内容の審議依頼
（第11条第2項）

保護協定締結
（第8条）

答　申

 改善勧告（第17条）

 従わない場合 事実公表の審議依頼
（第18条第2項）

答　申
 事実の公表

（第18条第1項）

水道水源保護地域

加治川

答　申

保護地域に関する
審議依頼

（第5条4項）

保護地域の指定
（第5条）

給水区域住民へ説明
（第7条1項）

行政区域

市の責務
（第3条）

住民等の
責務

（第4条）

日本海へ


